
１．施設の名称等

２．施設の概要
昭和 49 年 4 月 15 日

設置目的

利用対象者等

施設内容

施設の利用
料金体系

設置法令等

敷地面積：2227.89㎡、建築面積：461.06㎡、延べ床面積：915.10㎡
事務室、会議室２、実習室、教室３、講堂

技能労働者の研修等の場として、職業訓練をはじめ、技能の向上と福祉の増進に役立てる目的で設置
された。

主な利用対象者：技能労働者、その他地域住民
開館時間：午前9時～午後9時、休館日：12月29日～1月3日

事 業 所 管 産業労働部 雇用労働政策課

長崎県技能会館条例（昭和48年10月8日長崎県条例第60号）

総合計画上の位置づけ
基本戦略
施　　策
事 業 群

施　設　名　称 長崎県立諫早技能会館

若者の県内定着、地域で活躍する人材の育成を図る
キャリア教育の推進と企業を支える人材の育成・確保

所　在　地 諫早市宇都町２２－７６ 課（室）長名 黒川 恵司郎

1-1

① 企業を支える人材育成
4

設置年月日

〔指定管理者制度導入施設〕〔B調書〕

事業評価調書〔途中評価〕（令和７年度）



）

）

３．指定管理者の概要

令和 6 年 4 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日

■ 未導入 ■ 公募 非公募

その他（

5,889
5 5 6

（説明）

1,169 1,183 1,182

類似施設の
設置状況

管理運営負担金
事業費＜Ａ＞

内
訳

財
源

（実績） （実績）

1,777

（単位：千円）

1,188

≪所在地≫ 諫早市宇都町２２－７６
職業訓練法人　長崎県央職業訓練協会

921
使用料 2,446県

　
予
　
算

（実績）
令和4年度区　　　分

国　　庫

一般財源

（実績）
令和5年度 令和6年度令和3年度

4,472
1,149

3,367

4,536 4,484

2,692
675

4

①会館の使用の承認に関すること
②会館及びその附属設備の使用料等に関すること
③会館の施設、附属設備及び備品の維持管理及び修繕に関すること
④会館の管理運営に要した経費の支払いに関すること
⑤技能労働者への情報提供に関すること

≪代表者氏名≫

4,706

≪名  称≫

2,014
2,692
1,479

2,692
3,337

645 631
1,147

2,692

業　　務

理事長　竹田　近久
～

2,3162,149

2,692
3,323
1,546 2,390

その他（

土地借上料等

指定期間

指定管理者
の名称等

利用料金制 導入済 選定方法

人件費＜Ｂ＞
合計＜Ｃ＝Ａ＋Ｂ＞
単位あたりコスト

（計画）

2,000

5,353
5

2,171
4,171

「当事業による利用１人当たりの運営費用」＝Ｃ÷（施設の利用回数）
利用回数・・・○R3：1,032　○R4：963　○R5：865　○R6：1,069　○R7：1,000

令和7年度



４．成果指標の達成状況及び管理運営に要した経費等の収支状況

　　　　実　　　　績

ａ
ｂ
ｃ
ａ
ｂ
ｃ
ａ
ｂ
ｃ

1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1

５．令和６年度事業の実施状況・実績の検証

６．令和７年度事業の実施にあたり見直した内容

非常勤 非常勤 非常勤 非常勤 非常勤

Ａ

常勤 常勤 常勤
非常勤

管
理
運
営
の
状
況

○団体等への訪問時やイベント開催時等にチラシを配布するなどのＰＲ活動を実施し、利用の促進に努める。

※（注記事項があれば記載）

収入計a

常勤

（実績） （実績）

計　　　　画 実　　　　績
＜指定管理者実施分＞
　①会館の使用承認に関する業務
　②使用料の徴収及び県への納付
　③会館の維持管理及び修繕
　④利用者増加に向けた取組

＜県実施分＞
　①会館の利用促進のためのPR活動

＜指定管理者実施分＞
　①使用承認は適正に実施された。
　②使用料は適正に徴収され、遅滞なく県に納付され
　　た。
　③適正な体制で維持管理等を実施した。
　④利用団体に対する継続的な利用の呼びかけなどに
　　より、技能関係者の利用者数の増加が図られた。
＜県実施分＞
　①県ウェブサイト等での利用に関する広報を行っ
    た。

<令和７年度実施における変更点＞

14,441

達成率b/a
目標値

令和6年度令和3年度 令和4年度

15,735
107 104

③

15,455

直近３年間の利用者数の
平均

③

諫早技能会館の利用者数①
（目標値の根拠）

②

単位 （実績） （実績）
令和5年度

①
14,326
17,014

118

14,612

％ 94

② 実績値
達成率b/a

令和4年度 令和5年度 令和6年度

県負担金

その他
0

指定管理者
の収支状況 実績－計画

令和3年度

成
果
指
標
の
達
成
状
況

（実績）
利用料金

64
2,692

70

％

2,762 2,754
2,692

64
2,75464

2,692

（人）
常勤

実績値

目標値

％

収支a-b

うち人件費

支出b

2,692 2,692

2,746 2,756 2,692
2,692

配置職員数
0

2,746 2,756

0

内　　　　容

指定管理者制度の導入効果を踏まえた施設の設置目的の達成状況の総合評価

常勤
0

21

令和7年度
（計画）

15,580目標値
13,617 16,108

54

実績値

令和7年度
（計画）

2,692
62

（実績）

2,692

（実績） （実績）

○使用の承認、使用料の徴収等、会館の管理運営は適正に実施されている。
○全体利用者数に対する技能関係者の割合は約90％を維持しており、技能会館の使用目的に沿った利用が図られている。
○利用者の利用向上に向けアンケートを実施、会館の利用促進に繋げている。

915
0

816 816 826
0

64

885

2,762

0 0
864

達成率b/a
事業計画（R6）

2,692
0

（千円）



７．令和７年度事業の評価

■

■

■
■

■

■

■

※評価区分（ａ：行われている、ｂ：一部行われていない、ｃ：行われていない）

８．令和８年度事業の実施に向けた方向性
現状維持 改善 ■ 移管 廃止

必
要
性

区　　分

視　点 評　価

（説明：令和８年度事業の実施に向けた方向性の理由・見直しの内容）

○長崎県技能会館条例を廃止する条例が令和8年4月1日付けで施行されることとなり、今後は諫早市への移譲に向けて、
関係機関等と調整を行っていく。

a.薄れていない
b.一部薄れている
c.薄れている

・事業を取りまく環境、経済情
勢などの変化に適応している
か。

a.適応している
b.一部適応していない
c.適応していない

・県民ニーズに照らして、事業
の必要性が薄れていないか。

・市町または民間に移管・移譲
することが適当（可能）ではな
いか。

a.適当（可能）でない
b.一部適当（可能）でない

c.適当（可能）である

効
率
性

・県の負担や業務量に見合った
活動結果が得られているか。

a.得られている
b.一部得られている
c.得られていない

・指定管理者制度以外で、同一
の県負担や業務量でより大きな
活動結果が得られる手法に代え
られないか。

a.代えられない

b.一部代えられない

c.代えられる

有
効
性

・指定管理者制度は、施設の設
置目的の達成に十分寄与する手
法となっているか。

a.なっている
b.一部なっていない
c.なっていない

・事業効果をさらに上げる余地
はないか。

a.余地はない

視　点 評　価
・施設の設置目的にあった管
理運営が行われているか。

・住民の公平かつ平等な利用
の確保が行われているか。

ａ

ａ指
定
管
理
者
の
行
う
管
理
運
営
等
に
関
す
る
評
価

（その他の観点）

（その他の観点）

ａ

ａ

－

ａ

・利用者に質の高いサービス
の提供が行われているか。

・施設・設備の維持管理は適
切に行われているか。

b.一部余地がある

施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
評
価

c.余地がある

・収入の確保に向けた取り組
みが行われているか。

・経費節減に向けた取り組み
が行われているか。


